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高 齢 化 社 会 に お け る利 子所 得 税 の

デ ィス トー シ ョン効 果 につ いて(1)
・

一 ラ イ フサ イ クル ー般 均 衡 モ デ ル を用 い た シ ミュ レー シ ゴン分析 一 霞

岡 本 章

1.序 論

わ が 国 で急 速 に進 行 中 の高 齢 化 に伴 う人 口 の 年齢 構 成 の 変化 は,経 済 社 会 に

様 々 な 影 響 を 与 え る もの と考 え られ る。 税 制 改 革 を行 う こ とに よ り,わ が 国 の

税 制 を この よ うな ドラ ス テ イ.ック な構 造 変 化 に対 応 さ せ る こ とは 緊急 の課 題 で

あ る。 高 齢化 社 会 へ の 移行 を反 映 す る形 で 分 析 を 行 う場.合,基 本 的枠 組.と して

.は,AuerbachandKotlikoff〔1983a〕 に よ って 開 発 さ れ た ラ イ フサ イ ク ルー

般 均 衡 モ デ ル を 用 い た シ ミュ レー シ.ヨン分 析 が 適 して い る。 この手 法 を用 い た

分 析 は,そ の 有 用 性 か らこ れ まで わ が 国で も多 くの研 究 が 行 わ れ て きた(例 え

ば,本 間他 〔1987a〕,Iwamoto他 〔ユ993〕 な ど)。 現 在 わ が 国 で は 高齢 化 社 会

の到 来 に向 けて 税 制 の 論議 が 活 発 に行 わ れ,貯 蓄 課 税 に関 して も検 討 が 行 わ れ

て い るが,こ れ まで の研 究 で は,異 時 点 間 の 消 費 の相 対 価 格 に 歪 み(デ ィ ス

トー シ ョン)を もた らす 利 子所 得 税 の経 済 的特 殊 性 に着 目 し,そ の 経 済 効 果 の

分 析 を行 った もの は存 在 しない 。

そ こで,本 稿 で は経 済 的 特 殊 性 を もつ 利 子 所得 税 に着 目 レ,高 齢 化 社 会 へ の

*本 稿は.修L論 文を基とした1995年度理論 ・計量経済学会の西部部会での報告論文に,加 筆 ・

修正を加えたものである。本稿の作成過程で,京 都大学の橘木後記教授,池 上惇教授,吉 田和男

教授,そ して名古屋市立大学の跡田直澄教授から有益なコメントを頂いた。また.と りわけ理

論 ・計量経済学会での討論者である山口大学の目高政浩助教授からは,数 多くの貴重な助言を頂
いた。さらに,本 稿は,日 本学術振興会特別研究員制度の援助による成果である。.ここに記して

感謝の意を表したい。
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移 行 にお い て 利 子 所 得 税 政 策 の違 いが 貯 蓄,.資 本 ス ト ック,経 済厚 生 な どに ど

の よ う な影 響 を与 え るの か につ い て,ラ イ フサ イ ク ルー般 均 衡 モ デ ル を用 い て

シ ミュ レー シ ョン分析 を行 った。 本 稿 の 目的 は,次 の2点 で あ る。1つ は,利'

子 所 得 税 の経 済効 果 を定 量 的 に分 析 す る こ とで あ る。 も う1つ は,高 齢 化 社 会

年 お け る最適 な税 制 につ い て,効 率性 の観 点か ら検 討 す る こ とで あ る。

ま た,本 稿 の特 徴 は,次 の2点 で あ る。 まず 第1に,純 粋 な ラ イ フサ イ クル...

一般 均 衡 モ デ ル に寿 命 の 不確 実性 を導 入 し
,そ れ と整 合 的 な 枠 組 み で 意 図 せ ざ

る遺 産 を導 入 して い る点 で あ る。 寿 命 の不 確 実 性 の 導 入 に当 た って は ,厚 生省

人 口 問 題研 究 所 の 『日本 の将 来 推 計 人 口(平 成4年9月 推 計)』 の 生 存 確 率 の

デ ー タを用 い て お り,よ り現 実 的 な シ ミュ レー シ ョン分 析 を 行 う こ とが可 能 と

な って い る㌔

第2に,こ れ まで め研 究 で はそ の ほ とん どが,利 子 所 得 税 は労 働 所 得 税 と共

に所 得 税 と して一 括 して 取 り扱 わ れ て お り,モ デ ル上 で 同一 のパ ラ メ ー タで 表

さ れ て い たZ)。.これ に 対 して,本 稿 で は所 得 税 を労 働 所 得 税 と利 子 所 得 税 に 明

示 的 に分 離 す る こ とに よ り,利 子 所 得 税 に 焦点 を当 てた 分 析 を行 って い る。わ

が 国で これ まで 行 わ れ て きた利 子 所 得 税 の効 果 に関 す る研 究 は,部 分均 衡 分 析

に止 ま っ て お り(例 えば,井 堀 〔1994〕 な ど),利 子 所 得 税 の総 合 的 な影 響 を

分 析 す るた め に は,一 般 均 衡 分 析 に拡 張 す る必 要 が あ る。

なぜ な らば,従 来 の部 分 均 衡 分 析 で は,例 えば利 子 所 得税 率 が 上 昇 した とき,

所 得 効 果 に 関 して,単 純 に実 質的 な所 得 が 減 少 す る とさ れ て い る。 しか し,大

局 的 な 観 点 か ら,こ の と き利 子 所 得 税 収 は増 加 して お り,税 収 ・一定 の 下 で は,

利 子 所 得 税 収 の増 加 分 を,労 働 所 得 税 や 消 費税 な どの 引 き下 げ に充 当 す る こ と.

D寿 命の不確実性とそれに伴 う遺産行動を考慮」たモデルであれば,寿 命の確実性を仮定したモ

デルに比づて.特 に高齢期の消費 ・貯蓄行動を現実的に捉えることが可能となる。寿命の確実性

を仮定 したモデルでの消費プロファイルは,右 上が りの直線となる..方,本 稿のように寿命の

不確実性を仮定した場合には,生 存確率が低 くなった時点での期待効用のウェイトが小さくなる

ため,超 高齢期の消費が小さくなるように,消 費プロ7ァ イルの曲線が描かれる(図2・3・4・

5参照)。

2)Kah・ 〔1994〕では,労 働所得税と利子所得税が明示的に分離されている。しかし,本 稿とは
分析日的が異なる。
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ができるはずである。.一般均衡分析への拡張を行えば,こ のような影響をも考

慮 した,総 合的な影響を分析することが可能となる。

また,現 在の日本の所得税制は総合所得税が原則であるが,現 実には分離課

税と源泉課税が広範囲に用いられ,利 子所得についても一律20錫 分離課税が行
`

わ れ て い る 。本 稿 で は利 子 所 得 税 に焦 点 を当 て た分 析 を行 う こ とに よ り,総 合

所 得税 と分 離 所 得 税 に 関 して,効 率 性 の 面 か らそ の優 位 性 につ い て 分 析 を行 う。

本稿 の構 成 は,以 下 の通 りで あ る。 まず,第n節 で は分 析 の枠 組(モ デ ル)

を提 示 し,第 皿節 で は,シ ミュ レー シ ョン分 析 の方 法 を説 明 してい る。 第 晒「節

で は,シ ミ ュ レー シ ョ ン結 果 とそ の 解釈,お よ び政 策 的 イ ンプ リ.ケー シ ョンが

示 され る。 第V節 で は,要 約 と結 論,お よび 今後 の課 題 が 述 べ られ る。

11モ デ ル

本稿 で用 い る ライ フサ イ ク ルー般 均 衡 モ デ ルの特 徴 は,次 の2点 で あ る。 第

ユに,ラ イ フサ イ クル モ デ ルで あ る こ と に よ り,個 々 の家 計 の生 涯 全 体 にわ た

る通 時 的 な効 用 最 大 化行 動 を基 礎 と してい る こ とで あ る。 同時 に世 代 重 複 モ デ

ルで あ る こ とに よ り,人 口 の年 齢 構 成 の変 化 に よ る貯 蓄供 給 の変 化 な どを,厳

密 に取 り扱 う こ とが 可 能 で あ る。.

第2に,一 般 均衡 モ デ ルで あ る こ とに.より,ラ イ フサ イ クル理 論 に よ って 決

定 され る貯 蓄 は,資 本市 場 に おい て実 物 資 本 と結 び付 け られ,産 出水 準 に影 響

を与 え る。 部 分均 衡 モ デ ル とは異 な り,貯 蓄 の 変 化 は利子 率 の 変化 を も引 き起

こ して,貯 蓄 水 準 や 産 出水 準 に も影 響 を与 え る こ と にな る。

本 稿 で は基本 的 に,80期 間 の ラ イ フサ イ ク ル を持 つ 世代 が 重 複 して い る経 済

を用 い て,シ ミュ.レー シ ョ ン分 析 を行 う。 モデ ル は,家 計 ・企 業 ・政 府 の3部

門か ら構 成 され るξ 以下 で は,そ れ ぞ れ の 部 門 の 基 本 的構 造 につ い て順 に述 べ,

最 後 に市 場 均衡 の 条件 を示 す 。 な お,モ デ ル は離 散 的 時 間 で,ユ 年 を 単位 と し

て記 述 され る。
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(ユ).家計部門

家 計 は,そ の生 まれ て く る時 点が 異 な る こ とを除 けば 同 質 的で あ る と して,

代'表的家 計 の 行 動 に よ り定 式化 す る。 家 計 の効 用 は消 費 の み に依 存 し,余 暇 一

労 働 供 給 に関 す る選択 は行 わ な い もの とす る。 す な わ ち,労 働 供 給 の 非 弾 力 性

を仮 定 す る%

家 計 は,21歳 の時 に 意思 決定 主 体 と して 登 場 して最:長で100歳 ま で生 存 す る

が,寿 命.の不 確 実 性 が 存 在 し,こ の 生存 期 間 中 に毎 期 あ る確 率 で 死 亡 す る もの

とす る。j+20歳 の家 計 がj+21歳 に も生 存 して い る条 件 付 き確 率.を4i+、1∫とす

る と,21歳 の 家 計 がs+20歳 まで 生 存 して い る確 率 ρ、は

ジ　　
ρ・=nq,+11∫.(1)

ノi1

で表される。

家計は,将 来の期待生存確率をも考慮して,生 涯全体にわたる期待効用を最:

大化するように,消 費 ・貯蓄選択の意思決定をすると仮定する。21歳 の家計の

ライツサイクル全体での期待効用は

・一

、± 、 慧 …+・ ・一(s-OCf一 ÷ 、.…
γ

.の よ うに時 間 に つ い て分 離可 能 型,か つ 相 対 的 危 険 回避 度一 定 の通 時 的 効 用 関

数 で 定 式 化 す る。 こ こで,.c,はs+20歳 で の消 費水 準,δ は 時 間選 好 率 ,γ は

異 時 点 間 の代 替 の弾 力性 の パ ラ メー タで あ る。s+20歳 で の 家 計 の 予 算 制約 式

は

瓜 、一{1+・(1一 ・.)}A,+(1一 η.一・、)膨、

、.+わ ・+・・一(1+・ ・>c・.......(3>

3).最 近の推計に よる と,わ が 国の労働供給 は課税後賃金宰に関 し七かな り非弾力的であ ることが

示 されてい る。As.,..=Fukushima〔1994〕 によれば,労 働供給の(補 償)賃 金弾力性.は大 きく

みて も0.27程 度 との結果が出 ている。 これは,代 替効果の大 きさのみ を推計 した ものであ り,所

得効果を も考慮 した実際 の労働供給の賃金弾力性は,さ らに小 さ くなると考えられる。従 って,
余暇一 労働供給 に関す る選択 は,わ が国の現 状ではあま りR由 にで きない と考え られ る。
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と して表 され る もの とす る。A,.はs期 の期 首 に家 計 の.保有 す る 資 産 で あ る4」。

ま た,遺 産 に関 して は,意 図 せ ざ る遺 産 の み を仮 定 し,簡 単 化 の ため に意 図 的

な遺 産 の存 在 は仮 定 し ない%従 って,端 点 条 件:A、=As,=0が 成 立 す る。

7は 利 子 率,躍 は労 働 の効 率 単 位 当 た り賃 金 率,θ,は 労 働 の効 率 性 の 尺度 を

表 す もの とす る。 各 家 計 の年 齢 に よ り,労 働 の効 率 性 が 異 な る6}。従 って,麗,

は家 計 に とっ て の粗 賃 金 率 とみ なす こ とが で き る。 家 計 は21歳 か らREt20歳

まで 労 働 供 給 を行 い,そ の後 は労 働 供 給 は ゼ ロで あ る と仮 定 す る。

ま た,税 体 系 は 全 て 比 例 税 で あ る と して,τ 多は 労働 所 得 税 率 ・τ.は利 子 所

得 税 率 ・τ,は消 費 税 率 ・恥 は 年 金 保 険料 率 を表 す 。 本 稿 で は,労 働 所 得 税 と

利 子 所 得 税 を分 離 して い る とい う意味 で,分 離 課 税 制 度 を仮 定 して い る。 さ ら

に,年 金 制 度 に 関 して は,年 金 給 付 額 をb。,給 付 率 を θ,標 準 報 酬 年 額 を 鼠

年 金 支 給 開始 年 齢 をST+20歳 とす る と,

　ゐ歪=9H.(s≧ST)..

{。.。 、.、T)一 …

.で表される。ここで,標 準報酬年額Hは

・一薫 　 (・)

4>本 稿で は借 り入れ.市場 の完全性 を仮定 するので㌧4、 は負の値 をも取 り得 るもの とす る。裁 が

負 の値 をと るとき,す なわ ち家計が借金 を している ときには,政 府が τ.の率で 家計 に補助 金を

与 えてい ると解釈で きる。

.5)Auerbach他 〔1989〕,1wam〔舶 地 口993〕 で は,意 図的 な遺産 が導入 されてい る。 これ らの

研 究で は,joyofgivingに よる遺産動機 に基づ く遺産が導入されてい る。

6)労 働 の効率性 の尺度 恥の プロフ ァイルについては,本 間他 〔1997a〕での推定が用 い られてい

る。

9謂 σo十a,N+α=!》2十.α3κ+n

但 し,Nは 年齢,K63勤 続 年 数,Qは 時 間当 た り賃 金で あ る。r賃 金構 造 基本統 計調査』

〔198む を用い た推定結果は,次 の通 りである。 ・.

召o at 672 a, ご7`

一〇
.1537

(一D.5363)

0.05539

(2.呂65)

一D .0007595

(一4.Ol9}

0.1045

(4.823}

一〇.001901

〔一3.243)

S.E.詫0.02003 R'=日.997
,,q
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と して定 義 され る。

σ、は5+20歳 の時 に相続 す る遺 産 額 を表 す 。 遺 産 は,死 亡 した 家計 の保 有 し

て いた 資 産 が,若 い 世代 あ るい は 占い世 代 へ 移 転 され る こ とに よ り発 生 す る も

の とす る。 す なわ ち,寿 命 の不 確 実 性 の導 入 と整 合 的 な,意 歯 せ ざ る遺 産 の存

在 を仮 定 す る7:h。ま た,議 論 の 簡 単 化 の た め に,死 亡 した 家 計 の遺 産 は,50歳

の家 計 に相 続 さ れ る もの と仮 定 す る8)。家 計 が50歳 の時 点 で 受 け 取 る遺 産R3。

は,遺.産 総 額 を βQ唇 とす る と;.

の

{
BQ,=N,E(ρ 。一久+L)(1+幻 一3A,-

5=1

(6)BQ
=N,pso(1十 π)一29σ30

と して 表 され る。

家 計 は,制 約 式(2)の もとで(1)式 の 期 待 効用 を 最 大化 す る よ うに,.生 涯 全

体 にわ た る消 費 ・貯 蓄 を決 定 す る。 す な わ ち,{ち",鞠,砺 ち,η,δ 、,召。}が

所 与 の も とで,{C。,ム+1)(F1,...,80)の 最適 経 路 を選 択 す る。 計 算 の 結 果,

次 式 が導 か れ る。

似・・一[(㌃1){1+1呈 評}]γC・(・)

C,が 決 まれ ば,.(7)式 よ り家 計 の 消 費C,の 時 間 的経 路 が 定 ま る..す る と,.

(2)式 よ り家 計 の ラ イ.フサ イ クル全 体 で の効 用 が 求 ま り,(3)式 よ り家 計 の 資

産A.の 時 間 的 経路 が 定 ま る。従 って,家 計 の消 費 ・資 産 プ ロ フ ァイ ル を 求 め

る た め に は,生 涯 の予 算 制 約 を 満 た す よ うなC,を 決 定 す れ ば よ い。(詳 しい

導 出 過 程 につ い て は 〔AppendixA〕 を参 照 の こ と。)

7)寿 命の不確実性の モデル..ヒでの処理の仕方 としては,本 稿 のように意 図せ ざる遺産 の発生 を考

え,田:代 間の遺産の受 け渡 しをモ デル化す る方法 と,完 全 な私 的年.金市場の存在 を仮定す る方法

とがあ る。Iwa皿oto他 〔1993〕で は後者 の方法 を採用 し,寿.命 の不確実性の導 入と整合的 な,

完 全な私的年金市場の存在を仮定 してい る。

8)跡 田 ・加藤 〔1993〕では,遺 産 を受け渡す タイミングに関す る分析が行われ てい る。
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(2>企 業部門

企 業 ほ,資 本 と労 働 を用 い て 生 産 を行 う と仮 定 す る。 資 本 は同 質 的 で 減価 し

な い もの と し,労 働 はそ の 効 率 性 の み が 異 な る もの とす る。 す なわ ち,労 働 は

完 全 代 替 で あ るが,年 齢 の 異 な る個 人 は,.労 働 の効 率 性 が 異 な る、 集計 さ れ た
罎

生産関数を,議 論の簡.単化のために,次 式のようにCES型(資 本と労働の代

替の弾力性が一定の関数)で 定式化する。　　　 　　
・一β[・娼 ・(・一・)岡 嚇.(・)

ここで,呂 は総生産,κ,は 総資本,五,は 効率単位で計 った総労働供給を表すみ

また,.σは生産要素間の代替の弾力性のパラメー タ,ε は生産における資本の.

ウェイ ト・パ ラメータ,β は規模パラ.メータを示す。

㈲式を技術的制約 とした企業の,利 潤最大化のための一階の条件は

・一・[・砕 岩… 一r)岡 報 告.:..(・).

一 ・卜画 ・・一・・中 ・ト … 告.
,...(1①...

とな る。 さ らに,生 産 関数 の1次 同 次 性 よ り

K=班,+躍L,..(11)

が 成 立 す る。

(3)政 府部門

政府 部 門 は,租 税 を調 達 して 公 共財 を 供給 す る一 般 会 計 部 門 と,公 的 年 金 制

度 を運 営 す る年 金 会 計 部 門か ら構 成 さ れ る 。 この2部 門 の会 計 は,独 立 に なさ

れ て い る も.のと仮 定 す る%

一般 会 計 のt期 に お け る予 算 制 約 式 は
,

1)r+1=(1一 トr)Z)2→一(},一1}..、'....(12)

年金会計のt期 における予算制約雌:1

9}こ れ は簡単化のための仮定であ り,よ り現実 に近づ けるため に,...・般会計から年 金会計へ の財

政移転 を仮定す ることも可能であ る。
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一..F,+1=(1→ 一r)Fl十 」隔～r-B
『'(13)

の よ うに表 さ れ る。 こ こで,D,は 公 債,0,は 公 債 の利 子 支 払 い以 外 の政 府支

出,7}は 労 働 所 得 税 ・利 子 所 得 税 ・消 費 税 か ら の税 収,F,は 年 金 積 立 金,瓦

は年 金 保 険 料 収 入,B,は 年 金 給 付 総 額 を示 して い る。.G,・7レR、・B、は,そ れ

ぞ れ 次 式 の よ うに定 義 さ れ る 。の
G,=N,Ep,(1十")一 〔3-1)g..(14)5il

㌃ τ曲 馬 鵬+・AC,....(・5).
R,=τ ρ田」L'..・(16).　
B,=N,Ep,(1+π)一(s-1,う 。..'(17)

s-5'T

こ こで,η は 人 口成 長 率,8は..・ 人 当 た り政 府 支 出,N,は'期 に新 た に 意 思

決 定 主 体 と.して参 入 す る家 計 の 総 数 を表 す6ま た,家 計 の供 給 す る資 産 総 額

AS,,消 費総 額AC,は

らロ
AS,=N,Ep,,(1+・)　 4・

、「...(・8)5=1

の
AC,=1V'Σ 久(1+η)一`5一 三}C,......(19)

3=1

と して 定 義 され る。

(4}市 場均衡

最後に,資 本市場 ・労働市場 ・財市場の3つ の市場の均衡条件について考察

する。

の 資本市場の均衡条件

家計の供給する資産総額と年金会計の積立金が,実 物資本 と公債に等 しいと

いう関係によって

AS,十F,=届 十D,.......(20)

となる。
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ii)労 働市場の均衡条件

.効率単位で計 った企業の需要する総労働需要量が,家 計の供給する総労働供

給量に等しいという関係によって

ズニ
L,=罵 Σ ρ。(1+犯)e、.(21)

5il

とな る。.

iii)財 市 場 の 均 衡 条 件

民 間消 費 と投 資 お よび 政府 支 出 の和 が,産 出量 に等 しい とい う関係 に よ ワて

y}=AC,一 ト(x,+1-1【`)十C,.(22)

とな る。

以 上 の方 程 式 体 系 を連 立 さ せ て,均 衡 値 を 求 め る ため に,コ ン.ビュー タを用

い て収 束 計 算 を行 う。
'

IIIシ ミュ レ ー シ ョン分 析 の 方 法

シ ミュ レ「 シ ョ.ン分 析 を実 行 す るた め に は,前 節 で提 示 され た モデ ルを 適 当

な パ ラ メー タの も とで,実 際 に解 く必 要 が あ る 。 本節 で は,.シ ミュ レー シ ョン

分 析 の 方法 ・計 算 手 順 ・ケー ス分 け ・パ ラ メー タの特 定 化 につ い て順 に説 明 す

る。

〔1>分 析方法 と計算手順.

本稿 で は,家 計 は完 全 予 見 の予 想 形 成 を して い る との仮 定 の も とで,モ デ ル

を解 い て い る。 ま た,利 子 率 ・賃 金 率 ・税 率 な どの 予想 に は,静 学 的期 待 形 成.

が 仮 定 され る。 す な わ ち,家 計 は今 期 成 立 す る利 子 率 ・賃金 率 な どが 将 来 にわ

た って 成 立 し続 け る もの と予 想 して,生 涯 全 体 の 期 待効 用 を最:大化 す る よ うに,

消 費 ・貯 蓄 の計 画 を立 て る もの とす る。

前 節 で提 示 した シ ミュ レー シ ョ ン ・モデ ルは,税 制 ・年 金 制 度 な ど が設 定 さ

れ る と,ガ ウ ス=ザ イデ ル法 を用 い て解 くこ とが で きる 。 具 体 的 な計 算 手順 は,
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次 の通 りで あ る。

(ス テ ップ1)

ま ず,利 子 率70・ 賃 金 率 が ・遺 産 額au・ 消 費税 率 耀 お よび 年 金 保 険 料 率

姻 を初 期 値 と して与 え る。

(ス テ ップ2)

これ らの 価 格,お よ び労 働 所 得 税 率 τジ 利 子 所 得 税 率 τ.を所 与 と して,家

計 は 生 涯全 体 にわ た る消 費 計 画C'・ 貯 蓄 計 画S`を 立 て る。

(ス テ ップ3)

家計 の 資 産A'を 集 計 す る こ とに よ り,.総 資 本x'が 得 られ る。 す る と,生.

産 の均 衡条 件(9)・(10)式 よ り,新 しい利 子 率 〆 ・賃 金 率 か に変 更 さ れ る 。

ま た,家 計 の資 産計 画A'よ り βQ1が 計 算 され,新 しい 遺 産 額 α1が 求 め られ.

る 。 さ ら に,一 般 会 計 と年 金 会 計 の収 支 が バ ラ ンス す る よ うに,消 費 税 率 τ～

・年 金 保 険 料 率 ぢ に 変 更 さ れ る。

(ステ ップ4>

この よ う.にして 変 更 さ れ た 利 子 率 〆 ・賃 金 率 ガ ・遺 産 額 α1・消 費 税 率 ぜ

お よ び年 金保 険 料率 τ'を 新 た な初 期 値 と し て(ス テ ップ1).に 戻 る。 こ の よ

うに して,同 様 の 計算 を繰 り返 し行 っ てい く。 これ らの 値 が 変 化 しな くな っ た

と きが,均 衡 点 とな る。

(2)ケー ス分け

本 稿 で は,次 の ケー ス に う い て 比 較 検 討 を 行 っ た。 まず,初 期 定 常 状 態

(】990年〉 の 基 準 ケ ー スAを 設 定 し,初 期 状 態 に お い て,利 子 所 得 税 政 策 の 違

い が 経 済 に与 え る影 響 を調 べ る。 次 に,初 期 定 常 状 態(ケ ー スA)か ら高 齢 化

定 常 状 態(2025年)へ の 移 行 に伴 う負 担 の 増 加 を,労 働 所 得 税 で 賄 う場 合

(ケ ー スB)・ 利 チ 所 得 税 で賄 う場 合(ケ ー スC)・ 消 費税 で賄 う場 合(ケ ー ス

D)の3つ に分 け て影 響 の違 い を検 証 す る。 最 後 に,ケ ー スDの 高 齢 化 状 態 に

お い て,利 子 所 得 税 政 策 の違 い が 経 済 に与 え る影 響 を 調 べ.る。 各 ケ ー ス の場 合
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分 けに つ い て,具 体 的 に説 明 す る と次 の よ うに な る。.

i)ケ ー スA:

初 期 定常 状 態(1990年)の 基 準 ケー ス。労 働 所 得 税 率 を7%・ 利 子 所 得 税 率

を20%ζ し,消 費税 率 が5.0%と な る よ うに設 定 したL%.4
ii)ケ ー スA-1=

ケ ー スAに お い て 消 費 税 率 は 品 定 の ま ま でp利 子 所 得 税 率 を 引 き下 げ

(0%),一 般 会 言1.の不 足分 を,労 働 所 得 税 の増 税 で賄 う。.

iii)ケ ー スA-2=

ケ ー スAに お い て 消 費 税 率 は 一 定 の ま ま で,利 子 所 得 税 率 を 引 き上 げ

(40%),一 般 会 計 の 余 剰 分 を,労 働 所 得 税 の減 税 に充 て る。

iv)ケ ー スA-3=

ケ ー スAに お い て 労 働 所 得 税 率 は 一 定 の ま まで,利 子 所 得 税 率 を 引 き下 げ

(0%),一 般 会 計 の不 足 分 を,消 費 税 の増 税 で 賄 う。

v)ケ ー スA-4;

ケー スAに お い て労 働 所 得 税 率 は 一 定 の ま ま で,利.了 所 得 税 率 を 引 き上 げ

(40%),一 般 会計 の 余剰 分 を,消 費 税 の減 税 に充 て る。

vi)ケ ー スB:

高 齢 化 定 常状 態(2025年).に お い て,利 子 所 得 税 率 ・消 費 税率 は ケ ー スAと

同率 と し,高 齢 化 に よる負 担 の増 加 を,労 働 所 得 税 の増 税 で 賄 う。

viDケ ー スC=

高 齢 化 定 常 状 態 にお い て,労 働 所 得 税 率 ・消 費税 率 は ケ.一スAと 同 率 と し,

高 齢 化 に よ る負 担 の 増 加 を,利 子 所得 税 の増 税 で 賄 う。

曲)ケ ー スD;.

高齢 化 定 常 状 態 に おい て,労 働 所 得 税率 ・利 子 所 得 税 率 は ケ ー スAと 同 率 と

10)労 働所得税 率につ いては,わ が国の1990年 の平均所得税率(=個 人所得税収の7$GDP比 率)

が8.4%(但 し,こ れには利チ所得 も含 まれ ている。)で あることか ら ア%に 設定 した。参考まで

に,KatQ〔1994〕 では6.5%に 労働所得 税率 が設定 されている。
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し,高 齢 化 に よ る負 担 の 増 加 を,消 費税 の増 税 で 賄 う。

ix)ケ ースD-1=

ケ ー スDに お い て 労 働 所 得 税 率 は.・.一定 め ま ま で,利 子 所 得 税 率 を引 き下 げ

(0%),一 般 会 計 の 不 足 分 を,消 費 税 の増 税 で 賄 う。

x)ケ ー スD-2:

ケ ー スDに お い て 消 費税 率 は一 定 の ま まで,利 子 所 得 税 率 を 引 き上 げ(40%),

一般 会 計 の 余 剰分 を
,労 働 所 得 税 の減 税 に充 て る。

利 子 所 得税 率 を低 下 させ る場 合(ケ ー スA-1・A-3-D-1)に つ い て は,

利 子 所 得 の 非課 税 を主 張 す る議 論 もあ る こ と を考 慮 して,利 子 所 得 税 率 を0%・

に設 定 した。 刷 了・所 得 税 率 を上 昇 させ る場 合(ケ ー スA-2・A-4・U-2)

に つ い て は,低 下 させ る場 合 との 対 称性 か ら40%に 設 定 した。 利 子所 得税 率 の

変 更 に伴 っ て必 要 と な る,税 収 を一 定 に保 つ た め の調 整 を,労 働 所得 税 で行 う

場 合 が ケ ー スA-1・A-2・D-2,消 費 税 で 行 う場 合 が ケ ー スA-3・A-

4:D-1で あ る。

ま た,全 ケ ー ス を通 じて税 収Zお よび 一 人 当 た り政 府 支 出gは 一 定 と した 。

経 済 に 存 在 す る総 人 口 を 同 一 にす るた め に,高 齢 化 状 態 につ い て は 賜(t期

に新 た に意 思 決 定 主体 と して参 入 す る家 計 の総 数)で 調 整 を行 った6

(3)パ ラメー タの特定化

本 稿 で は現 実 の 日本 経 済 を念 頭 に置 い て い るの で,初 期 状 態(1990年)の 基

準 ケー ス(A)の シ ミ ュ レー シ ョ ン結 果 と して得 られ る資 本 所 得 比 率 な どの 経 済

諸 変 数 が,1990年 の現 実 値 に近 くな る よ う に,以 下 の よ うに パ ラメー タの 設 定

.が な され て い る1%

生存 確 率 の デ ー タば,厚 生 省 人 口 問 題研 究所 の 『日本 の将 来 推 計 人 口(平 成

11)パ ラメータの設定にあた っては,主 に跡田 ・加藤 〔1993〕を参 考にした。また,政 府部門にお

いて,簡 単化の ため にn=F,=0と した。IIayakawa他 〔1995〕で は,合 衆 国に関す る分析 で

はあるが,開 放経済の ト.で公債の存在 を仮定 し,そ の経済効果の分析が行われている。 なお,基

準 ケース(A)で の利子率は4.0%・ 賃金率は約1(0.989〕 となるよ うに設定 した。.
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畜

4年9月 推計)」 の男 女 年齢 各 歳 別 将 来 生 命 表 の ユ990年 と2025年 の デ ー タを利

用 した。 この デー タ よ り男 女 の平 均 値 を算 出 した上 で,.そ れ ぞ れ 初期 状 態 と高

齢 化 状 態 に適 用 して い る。 人 口成 長 率 η に つ い て は,初 期 状 態 で は1%,高

齢 化 状 態 で は0%と した 。21歳 以 上 の 人 口 に対 す る:老年 人 口(65歳 以 上〉 の比

率 が,高 齢 化 状 態(2025年)に お い て,こ の デ ー タの よ る と32,8%で あ るの に

対 して,シ ュ ミ レー シ ョンで は29.9%で あ る 。 これ は,本 稿 の シュ ミ レー シ ョ

ン人 口構 成が,ほ ぼ現 実 に近 い 設 定 で あ る こ とを示 唆 して い る。 また,退 職年

齢 を60歳 ・年 金 支 給 開始 年 齢 を65歳 ・標 準 報 酬 年 額 に対 す る年 金 給 付 率 を65%

と した12㌧

以 上 の よ うな手 法 に基 づ い て,各 ケー ス に つ い て シ ミュ レー シ ョ ンを行 った 。

そ の 結 果 と解 釈 につ い て は,次 節 で 述 べ る こ とに す る 。

12}.標 準 報酬 年額 に対 す る年金給 付率 の パラ メー タに関 して,麻 田 ・加藤(1993)で は65%,

Kato(1994)で は68%に 設定 されている。 これ を外 生変数 として 内生変数であ る年金保 険料率

が決定 されるが,本 稿で は年金給付率 を65%に 設定 している理 由につ いて以 ドで述べ る。初期状

態において年金給付率が65%の 下で,シ 」.ミレー ションの結果 として年 金保 険料率が19,1%と な

る。 これは実際の1990年 の厚生年金保険料率14,3%よ りも高いが,厚 生年金保 険料率 は段階 的に

引 き..Lげられ,1996年10月 には17,35%に 改正され ることを考慮す る と,許 容 範囲内の数値 と考

え られ る。年 金給付 率を65%よ り.も高 くす ると,年 金保険料率が高 くな り過 ぎることか ら,本 稿

での設定は これらのバラ ンスを斟酌 した もの となってい る。

また,年 金制度の存在 を仮定 しないケー スについて も,シ ミュレーシ ョンを行った。そ の結果,

資本蓄積が顕 著に増 加 した。 これ は,年 金制度が存在 しない場合には,老 後 の消費を全て 自分の

資産で賄 わなければ ならず,こ のために就労期 によ り多 くの資産 を蓄 えるこ とにな り,資 本 ス

トックの増加が もた らされたもの と考 えられ る。

」
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〔Append{kA〕

第H節 で の家計 の通 時 的効 用 良 大 化 問 題 は,制 約 式(3)の も とで(2)式 を最

大 化 す る問 題 と して捉 え る こ とがで き る。 次 式 の よ うに,ラ グ ラ ン ジ ュ関 数 を

置 く。 ここで,λ 、は 予 算 制 約 に 関す る ラ グ ラ ンジ ュ乗 数 を示 す 。の
ヨゆ

L=σ+ZA,[一A,+、+{1+7(1-T,)}ん+(1-TV…TD>"25
s=1

十恥十as一(1十z,)C,]

一 階 の 条件 を求 め る と
,

藷 一 久(1+δ)一 ・一・C♂ ÷一AS(・+篇)一 〇.(・).

諾 、一 一 λ・+え針 ・{1+・(・ 一 η)}一 ・'...(b)

(の 式について1期 後のものとの比をとり,(b)式 を用いて整理すると,

昏1一 【(饗){1+r(1-z,)1+S}レ..…

が 得 ら れ る。 初 期 消 費C、 カ.ミ決 定 す れ ば,(7)式 よ りC、 の 時 間 的 経 路 が 定 ま

る 。

そ こで 次 に,C,を 求 め る。(3)式 をs・1,,...,80に つ い て,逐 次 代 入 して

い くgそ の 際,端 点 条 件:A,=As,=0を 用 い る。 そ の 結 果,

　

Σ(1+7(1-t>)}一{5-P(1+η 〉α
5=亘

　ハニ

=Σ{1+7(1一 τ∂}一(`一1)(1-T,一 勧)we,+Σ{1+プ(1-r,)}　 {3一%,.

5=1SST

+(1+7(1-r,)}一29α3。

演 得 られ る 。 上 式 に(7)式 か ら導 出 さ れ る

・一(奮)7{旦僻}7㌦ 一 ■ ・・り

を代 入 して解 く と,.C,の 値 が 求 め られ る。


